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は じ め に

急速な少子高齢社会が進行する中、生活習慣病や心の病等の増加による疾病構造

の変化に対応するため、介護保険法の改正、障害者自立支援法の制定さらには医療

制度改革が行われるなど、保健・医療・福祉を取り巻く環境は大きく変化してまい

りました。

本県においても、このような変化に対応するため、平成２２年度を初年度とした

（ 「 」 。） 。福島県保健医療福祉ビジョン 以下 ビジョン という が策定されたところです

当事務所においても、ビジョンの着実な推進を基本とし、市町村をはじめ関係機

関と連携しながら、各施策の展開に積極的に取り組むとともに、住民の生命・健康

の安全を脅かす健康危機への迅速かつ適切な対応が重要な課題となっている中、こ

れらに対する地域拠点として、健康危機管理機能の充実を更に図ってまいりたいと

考えております。

本書は、県北地域の保健・医療・福祉を取り巻く現状や課題を踏まえ、当事務所

の平成２２年度の事業計画と平成２１年度の事業実績などを、具体的な指標を示し

ながら取りまとめております。

各方面の方々に御活用いただければ幸いです。

今後とも、私ども保健医療福祉行政の推進に御理解と御協力を賜りますようお願

いいたします。

平成２２年 ５月

福島県県北保健福祉事務所長 今野 金裕
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